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消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について 

 

消防法施行令の一部を改正する政令（平成３０年政令第６９号。以下「改正令

」という。）及び消防法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総務省令第

１２号。以下「改正規則」という。）が平成３０年３月２８日に公布されました。 

今回の改正は、糸魚川市大規模火災の事例等に鑑み、飲食店等について、消火

器具を設置しなければならない施設の範囲を拡大するとともに、消火器具の設置

及び維持に関する技術上の基準の整備を行うものです。 

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとと

もに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を

処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知されるようお願いし

ます。 

 

記 

 

第一 改正令に関する事項 

１ 消火器具の設置基準の見直し 

消火器具を設置しなければならない防火対象物として、改正令による改正

後の 4T消防法施行令 4 T（昭和３６年政令第３７号。以下「令」という。）別表第

１（３）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が 150 ㎡未満のもののうち、火

を使用する設備又は器具（防火上有効な措置として総務省令で定める措置が

講じられたものを除く。以下同じ。）を設けたものを追加したこと（令第１

０条第１項第１号ロ関係）。 

 

２ その他の事項 

その他所要の規定の整備を図ることとしたこと（令第１０条第１項第２号

及び第４号並びに第３項関係）。 

 

 

殿 



 

 

第二 改正規則に関する事項 

１ 防火上有効な措置について 

令第１０条第１項第１号ロに規定する「防火上有効な措置」は、「調理油

過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとと

もに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けること」

としたこと（改正規則による改正後の消防法施行規則（昭和３６年自治省令

第６号。以下「規則」という。）第５条の２関係）。 

 

２ 大型消火器以外の消火器具の設置基準の見直し 

⑴ 消火器具の能力単位の合計数の加算について 

延べ面積 150 ㎡未満の令別表第１（３）項に掲げる防火対象物のうち、

今回の改正により新たに消火器具の設置義務が課せられる防火対象物に対

しては、消火器具の能力単位の加算を行わないこととしたこと（規則第６

条第５項関係）。 

  ⑵ 消火器具の設置場所について 

    延べ面積 150 ㎡未満の令別表第１（３）項に掲げる防火対象物のうち、

今回新たに消火器具の設置義務が課せられる防火対象物に設置する消火器

具については、原則として、火を使用する設備又は器具が設けられた階に

限り消火器具を配置しなければならないとしたこと（規則第６条第６項関

係）。 

 

３ その他 

その他所要の規定の整備を図ることとしたこと（規則第６条第３項及び第

５項関係）。 

 

第三 施行期日等に関する事項 

１ 施行期日に関する事項 

平成３１年１０月１日から施行することとしたこと（改正令附則及び改正

規則附則関係）。 

 

２ その他の事項 

今回の改正令等の運用については、別途通知する予定であること。 

  



政
令
第
六
十
九
号

消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

イ

別
表
第
一
㈠
項
イ
、
㈡
項
、
㈥
項
イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
及
び
ロ
、


項
か
ら

項
ま
で
並
び
に

項
に
掲
げ
る
防
火

対
象
物

ロ

別
表
第
一
㈢
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
火
を
使
用
す
る
設
備
又
は
器
具
（
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
総
務
省

令
で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
設
け
た
も
の

二

次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

イ

別
表
第
一
㈠
項
ロ
、
㈣
項
、

㈤
項
、
㈥
項
イ
⑷
、
ハ
及
び
ニ
、
㈨
項
並
び
に

項
か
ら

項
ま
で
に
掲
げ
る
防
火

対
象
物



ロ

別
表
第
一
㈢
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
前
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

第
十
条
第
一
項
第
四
号
中
「
（
危
険
物
」
を
「
（
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
危
険
物
（
別
表
第
二
に
お
い
て
「
危
険
物

」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
以
上
で
」
の
下
に
「
当
該
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
屋
内
消
火
栓
設
備
」
を
「
屋
内
消
火

せ

ん

栓
設
備
」
に
、
「
泡
消
火
設
備
」
を
「
泡
消
火
設
備
」
に
改
め
る
。

あ

わ

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
表

○

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
消
火
器
具
に
関
す
る
基
準
）

（
消
火
器
具
に
関
す
る
基
準
）

第
十
条

消
火
器
又
は
簡
易
消
火
用
具
（
以
下
「
消
火
器
具
」
と
い
う
。
）
は

第
十
条

消
火
器
又
は
簡
易
消
火
用
具
（
以
下
「
消
火
器
具
」
と
い
う
。
）
は

、
次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

一

別
表
第
一
㈠
項
イ
、
㈡
項
、
㈥
項
イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
及
び
ロ
、

項




イ

別
表
第
一
㈠
項
イ
、
㈡
項
、
㈥
項
イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
及
び
ロ
、

、

項
、

項
並
び
に

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物











項
か
ら

項
ま
で
並
び
に

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物





ロ

別
表
第
一
㈢
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
火
を
使
用
す
る
設
備
又

は
器
具
（
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
設
け
た
も
の

二

次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以

二

別
表
第
一
㈠
項
ロ
、
㈢
項
か
ら
㈤
項
ま
で
、
㈥
項
イ
⑷
、
ハ
及
び
ニ
、

上
の
も
の

㈨
項
並
び
に

項
か
ら

項
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積





イ

別
表
第
一
㈠
項
ロ
、
㈣
項
、
㈤
項
、
㈥
項
イ
⑷
、
ハ
及
び
ニ
、
㈨
項

が
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

並
び
に

項
か
ら

項
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物





ロ

別
表
第
一
㈢
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
前
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

三

（
略
）

三

別
表
第
一
㈦
項
、
㈧
項
、
㈩
項
、

項
及
び

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象





物
で
、
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の



四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
建
築
物
そ
の
他

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
建
築
物
そ
の
他

の
工
作
物
で
、
少
量
危
険
物
（
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
危
険
物
（

の
工
作
物
で
、
少
量
危
険
物
（
危
険
物

別
表
第
二
に
お
い
て
「
危
険
物
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
危
険
物
の
規
制

の
う
ち
、
危
険
物
の
規
制

に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
一
条
の
十
一
に

に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
一
条
の
十
一
に

規
定
す
る
指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
で
当
該
指
定
数
量
未
満
の
も
の
を

規
定
す
る
指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
で

指
定
数
量
未
満
の
も
の
を

い
う
。
）
又
は
指
定
可
燃
物
（
同
令
別
表
第
四
の
品
名
欄
に
掲
げ
る
物
品

い
う
。
）
又
は
指
定
可
燃
物
（
同
令
別
表
第
四
の
品
名
欄
に
掲
げ
る
物
品

で
、
同
表
の
数
量
欄
に
定
め
る
数
量
以
上
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

で
、
同
表
の
数
量
欄
に
定
め
る
数
量
以
上
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の

）
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の

五

（
略
）

五

前
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
以
外
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
建
築
物
の

地
階
（
地
下
建
築
物
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
各
階
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

、
無
窓
階
（
建
築
物
の
地
上
階
の
う
ち
、
総
務
省
令
で
定
め
る
避
難
上
又

は
消
火
活
動
上
有
効
な
開
口
部
を
有
し
な
い
階
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
三
階
以
上
の
階
で
、
床
面
積
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
消
火
器
具
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
消
火
器
具
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る

技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一

前
項
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
は
、
防
火
対
象
物

の
用
途
、
構
造
若
し
く
は
規
模
又
は
消
火
器
具
の
種
類
若
し
く
は
性
能
に

応
じ
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
別
表
第
二
に
お
い
て
そ
の

消
火
に
適
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
消
火
器
具
を
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し

、
二
酸
化
炭
素
又
は
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
（
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

。
）
を
放
射
す
る
消
火
器
は
、
別
表
第
一

項
及
び

項
に
掲
げ
る







防
火
対
象
物
並
び
に
総
務
省
令
で
定
め
る
地
階
、
無
窓
階
そ
の
他
の
場
所



に
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。

二

消
火
器
具
は
、
通
行
又
は
避
難
に
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
使
用
に
際
し

て
容
易
に
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
箇
所
に
設
置
す
る
こ
と
。

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
屋
内
消
火
栓
設
備

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
屋
内
消
火
栓
設
備

せ
ん

、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
、
不
活
性
ガ

、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
、
不
活
性
ガ

あ
わ

ス
消
火
設
備
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
又
は
粉
末
消
火
設
備
を
次
条
、
第

ス
消
火
設
備
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
又
は
粉
末
消
火
設
備
を
次
条
、
第

十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
若

十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
若

し
く
は
第
十
八
条
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の

し
く
は
第
十
八
条
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の

基
準
の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務

基
準
の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
消
火
器
具
の
設
置
個
数
を
減
少
す
る
こ
と

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
消
火
器
具
の
設
置
個
数
を
減
少
す
る
こ
と

が
で
き
る

が
で
き
る
。



○
総
務
省
令
第
十
二
号

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日

総
務
大
臣

野
田

聖
子

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
防
火
上
有
効
な
措
置
）

第
五
条
の
二

令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
調
理

［
新
設
］

油
過
熱
防
止
装
置
、
自
動
消
火
装
置
又
は
そ
の
他
の
危
険
な
状
態
の
発
生
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
発
生
時
に

お
け
る
被
害
を
軽
減
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
す
る
。

（
避
難
上
又
は
消
火
活
動
上
有
効
な
開
口
部
を
有
し
な
い
階
）

（
避
難
上
又
は
消
火
活
動
上
有
効
な
開
口
部
を
有
し
な
い
階
）

第
五
条
の
三

［
略
］

第
五
条
の
二

［
同
上
］

（
大
型
消
火
器
以
外
の
消
火
器
具
の
設
置
）

（
大
型
消
火
器
以
外
の
消
火
器
具
の
設
置
）

第
六
条

［
略
］

第
六
条

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
一
項
の
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
、
少
量
危
険
物
（
危
険
物
の
う
ち
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す

３

第
一
項
の
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
、
少
量
危
険
物
（
危
険
物
の
う
ち
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す

る
政
令
第
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
で
当
該
指
定
数
量
未
満
の
も
の
を
い
う
。
以

る
政
令
第
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
で
指
定
数
量
未
満
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同

下
同
じ
。
）
又
は
指
定
可
燃
物
（
同
令
別
表
第
四
の
品
名
欄
に
掲
げ
る
物
品
で
、
同
表
の
数
量
欄
に
定
め
る
数

じ
。
）
又
は
指
定
可
燃
物
（
同
令
別
表
第
四
の
品
名
欄
に
掲
げ
る
物
品
で
、
同
表
の
数
量
欄
に
定
め
る
数
量
以

量
以
上
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の
に
あ
っ
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に

上
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の
に
あ
っ
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る

よ
る
ほ
か
、
令
別
表
第
二
に
お
い
て
危
険
物
又
は
指
定
可
燃
物
の
種
類
ご
と
に
そ
の
消
火
に
適
応
す
る
も
の
と

ほ
か
、
令
別
表
第
二
に
お
い
て
危
険
物
又
は
指
定
可
燃
物
の
種
類
ご
と
に
そ
の
消
火
に
適
応
す
る
も
の
と
さ
れ

さ
れ
る
消
火
器
具
を
、
そ
の
能
力
単
位
の
数
値
の
合
計
数
が
、
当
該
防
火
対
象
物
に
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う

る
消
火
器
具
を
、
そ
の
能
力
単
位
の
数
値
の
合
計
数
が
、
当
該
防
火
対
象
物
に
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
少
量

少
量
危
険
物
又
は
指
定
可
燃
物
の
数
量
を
次
の
表
に
定
め
る
数
量
で
除
し
て
得
た
数
以
上
の
数
値
と
な
る
よ
う

危
険
物
又
は
指
定
可
燃
物
の
数
量
を
次
の
表
に
定
め
る
数
量
で
除
し
て
得
た
数
以
上
の
数
値
と
な
る
よ
う
に
設

に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
表

略
］

［
表

同
上
］

［
４

略
］

［
４

同
上
］

５

第
一
項
の
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
鍛
造
場
、
ボ
イ
ラ
ー
室
、
乾
燥
室
そ
の
他
多
量
の
火
気
を
使
用
す

５

第
一
項
の
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
鍛
造
場
、
ボ
イ
ラ
ー
室
、
乾
燥
室
そ
の
他
多
量
の
火
気
を
使
用
す

る
場
所
が
あ
る
と
き
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
令
別
表
第
二
に
お
い
て
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の

る
場
所
が
あ
る
と
き
は
、
前
四
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
令
別
表
第
二
に
お
い
て
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の

消
火
に
適
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
消
火
器
具
を
、
そ
の
能
力
単
位
の
数
値
の
合
計
数
が
、
当
該
場
所
の
床
面
積

消
火
に
適
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
消
火
器
具
を
、
そ
の
能
力
単
位
の
数
値
の
合
計
数
が
、
当
該
場
所
の
床
面
積

を
二
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
以
上
の
数
値
と
な
る
よ
う
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

を
二
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
以
上
の
数
値
と
な
る
よ
う
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
あ
つ
て
、
延
べ
面
積
が
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の
（
以
下
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
小
規
模
特
定
飲
食
店
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
を
除
き
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

少
量
危
険
物
又
は
指
定
可
燃
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
防
火
対
象
物

［
新
設
］

二

地
階
、
無
窓
階
又
は
三
階
以
上
の
階
で
あ
つ
て
、
床
面
積
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
階

６

前
各
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
消
火
器
具
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
部

６

前
五
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
消
火
器
具
は
、
防
火
対
象
物
の
階
ご
と
に
、
第
一
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す

分
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
消
火
器
具
に
至
る
歩
行
距
離
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
配
置
し
な
け
れ

る
も
の
に
あ
つ
て
は
防
火
対
象
物
の
各
部
分
か
ら
、
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
危
険
物
又
は
指
定

ば
な
ら
な
い
。

可
燃
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
各
部
分
か
ら
、
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
電
気
設
備

の
あ
る
場
所
の
各
部
分
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
消
火
器
具
に
至
る
歩
行
距
離
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ

う
に
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

防
火
対
象
物
の
階
ご
と

に
、
当
該
防
火
対
象
物
の
各
部
分



二

第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
（
小
規
模
特
定
飲
食
店
等
（
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
設
置

す
る
も
の
に
限
る
。
）

令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
火
を
使
用
す
る
設
備
又
は
器
具
が
設
け
ら

れ
て
い
る
階
（
小
規
模
特
定
飲
食
店
等
に
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
階
が
存
す
る
場
合
は
、
当
該
階
を
含

む
。
）
ご
と
に
、
当
該
防
火
対
象
物
の
各
部
分

三

第
三
項
に
規
定
す
る
も
の

防
火
対
象
物
の
階
ご
と
に
、
危
険
物
又
は
指
定
可
燃
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取

り
扱
う
場
所
の
各
部
分

四

第
四
項
に
規
定
す
る
も
の

防
火
対
象
物
の
階
ご
と
に
、
電
気
設
備
の
あ
る
場
所
の
各
部
分

［
７

略
］

［
７

同
上
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


